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岩手銀行／北日本銀行／東北銀行 

岩手県内信用金庫 

相続についてのお伺い 
（兼 相続手続開始報告書） 

 

1. 被相続人さま（お亡くなりになられた方）のお名前・ご住所・生年月日・ご逝去の日をご記入ください。 

お名前 

フリガナ                             

 

生年月日 

年    月    日 

ご逝去の日 

年    月    日 

ご住所 

 

 

 

 

 
2. あなたさまのお名前・ご住所・お電話番号・被相続人さまとのご関係をご記入ください。 

フリガナ 

お名前 

 

フリガナ                             

 

 

ご関係 

 

 

ご住所 

〒    －                       お電話番号 （    ）    － 

 

 

 
3. 相続手続きをスムーズに進めるため、現在おわかりになる範囲でご記入ください。 

（1）法定相続人は何名になりますか？ 

（      ）名      配偶者       有     無 

子供     （     ）名 

孫      （     ）名 

親      （     ）名 

祖父母    （     ）名 

兄弟姉妹   （     ）名 

甥姪     （     ）名 

その他（    ）（    ）名 

 ※ 法定相続人でお亡くなりになっている方、および相続放棄を 

される方（またはされる予定の方）がいる場合はお知らせ 

ください。 

（2）相続人の方の間で相続に関して何らかの合意 

（またはその予定）はございますか？ 

該当する記号に○をつけてください。 

A．遺産分割協議書は作成しない、遺言もない。 

B．遺産分割協議書を作成する。（またはその予定） 

C．遺言書がある。（遺言執行者なし） 

D．遺言書がある。（遺言執行者あり） 

E．家庭裁判所による遺産分割調停または審判がある。 

F．信託銀行と遺産整理に関する委任契約を締結して 

いる。 

G．相続人がいない。 

H．その他（                       ） 

【法定相続人の範囲】 

① 配偶者…常に相続人になります。 

② 以下の方が配偶者と共に相続人になります。 

 

 

 

      第 1 順位の相続人がいない場合 

 

 

 

      第 1 順位、第 2 順位の相続人がいない場合 

 

 
 

≪お客様へ≫ 

太枠内をご記入ください 

内 
 

 
 

 
 

訳 

【メモ欄】 

○第 2 順位…父母 

 父母が亡くなられている場合で祖父母がご存命であれば

祖父母が相続人となります。 

○第 3 順位…兄弟姉妹 

 兄弟姉妹が亡くなられている場合は甥姪が代襲相続人と

なります。 

○第 1 順位…子 

 子が亡くなられている場合は孫が代襲相続人となります。 

・本票は、岩手銀行・北日本銀行・東北銀行・岩手

県内信用金庫の共通書式です。 

・本票をご記入後、ご希望のお客様へ受付した金融

機関より写しをお渡しします。         

・この写しは他行庫へご提示いただくことが可能で

す。 


